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実習領域別にみる相談援助実習の課題

―Ａ大学における2013-2021年度実習後アンケート調査の概観―

本　郷　秀　和＊・飯　干　真冬花＊＊・松　岡　佐　智＊＊＊

はじめに

　本研究では、実習領域別にみる相談援助実習

の課題について、A大学における実習生のガイ

ドライン体験調査を通して明らかにする。具体

的には、相談援助実習で学ぶべき項目（「相談

援助実習ガイドライン」の50小項目）について、

実習生が「体験していない」と回答した項目に

着目し、実習領域別の主な課題を明らかにする

ことを研究目的とする。

Ⅰ　カリキュラム改正と相談援助実習のねら

い

厚生労働省は、2019（令和元）年に『社会

福祉士養成課程における教育内容の見直しにつ

いて1）』を発表し、2021（令和３）年度から社

会福祉士および精神保健福祉士のカリキュラム

が改正された。改正の柱は、「養成カリキュラ

ムの内容の充実」、「実習及び演習の充実」、「実

習施設の範囲の見直し」、「共通科目の拡充」の

４点である。このカリキュラム改正は、地域共

生社会の実現を推進し多様な福祉ニーズに対応

できる実践能力を有する社会福祉士の養成を目

的としている。

相談援助実習（現ソーシャルワーク実習）で

学生が習得すべき実習目標と内容の全体像は、

厚生労働省文部科学省連名通知『大学等におい

て開講する社会福祉に関する科目の確認に係る

指針について2）』に記載されている。具体的に

は、社会福祉士養成施設における実習教育のね

らいとして、①ソーシャルワークの実践に必要

な各科目の知識と技術を統合し、社会福祉士と

しての価値と倫理に基づく支援を行うための実

践能力を養う、②支援を必要とする人や地域の

状況を理解し、その生活上の課題（ニーズ）に

ついて把握する、③生活上の課題（ニーズ）に

対応するため、支援を必要とする人の内的資源

やフォーマル・インフォーマルな社会資源を活

用した支援計画の作成、実施及びその評価を行

う、④施設・機関等が地域社会の中で果たす役

割を実践的に理解する、⑤総合的かつ包括的な
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支援における多職種・多機関、地域住民等との

連携のあり方及びその具体的内容の実践的な理

解である。

なお、各々の実習施設における、実習プログ

ラムは【職場実習】、【職種実習】、【ソーシャル

ワーク実習】の三段階に分類されている。

Ⅱ　アンケート調査にみる実習領域別の相談

援助実習の体験状況

１．相談援助実習・実習指導ガイドラインの概

要

　本調査研究の調査票に用いた相談援助実習・

実習指導ガイドライン（以下、ガイドライン）

は、厚生労働省文部科学省連名通知『大学等に

おいて開講する社会福祉に関する科目の確認に

係る指針について』で示された「相談援助実習

の目標と内容」「相談援助実習指導の目標と内

容」に準拠する。このガイドラインは、⑴中項

目、⑵小項目、⑶想定される実習内容/想定さ

れる教育内容に分かれている。中項目は、国が

示す「相談援助実習の内容」及び「相談援助実

習指導の内容」に対応した実習生が経験すべき

項目であり、小項目は、中項目において獲得・

達成すべき水準を具体的に示した項目となる。

想定される実習内容/想定される教育内容に

は、実習指導において想定される事前事後教育

の内容、実習施設で想定される実習内容が提示

されている。

２．調査概要

⑴　調査の背景・目的

本調査研究では「どのような実習領域で実習

すれば、幅広いガイドライン体験ができるのか」

という疑問がある。そこで、ジェネラリストで

あるソーシャルワーカー（社会福祉士）教育の

観点を踏まえ、実習領域別にみたガイドライン

50項目の体験状況から課題の把握を試みた。本

調査では、A大学の2013（平成25）年度から

2021（令和３）年度の相談援助実習において、

実習領域の違いにより実習で体験することが困

難であったガイドライン項目の有無を検証し、

さらにその内容を具体的に把握することを目的

とした。

⑵　調査対象と方法

　調査対象者は、2013（平成25）年度から2021

（令和３）年度に「相談援助実習」を終了した、

日本ソーシャルワーク教育学校連盟に加盟する

A大学における社会福祉学科の３年次生であ

る。調査方法はアンケート用紙を用いた集合調

査である。

⑶　調査時期と回収数・率

紙幅の都合上、全年度（９年間分）の各調査

日時と回収率等の詳細は省略するが、毎年実習

終了後の相談援助実習指導（後期１回目）の授

業時間終了後に実施している（当日欠席者は個

別に依頼）。2013（平成25）年度から2021（令

和３）年度全体の回収率は97.2％、回収数461

である。

⑷　分析視点と回答形式

分析視点は、各実習領域のガイドライン項目

における体験状況の違いの明確化である。した

がって、主な実習領域を表側としたクロス集計

表を作成し検討した。

調査票におけるガイドライン全50項目（小項

目）の回答形式は「１ 全く体験していない」「２ 

あまり体験していない」「３ どちらでもない」

「４ おおむね体験した」「５ 十分体験した」の

５件法とした。各表では体験傾向を明確化する

ため「１ 全く体験していない」「２ あまり体験
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していない」を「１ 体験していない」、「４ お

おむね体験した」「５ 十分体験した」を「２ 体

験した」、「３ どちらでもない」として再集計

した。

表1-1、1-2、1-3、1-4では、表側①～⑤（実習

領域）と表頭「１ 体験していない」「体験した」

の関係性を分析対象とした。分析では、各項目

の平均値と標準偏差を算出し、その後χ2検定を

行った（SPSS　Version27）。なお、文中の各質

問内容は簡略化した表現を用いた（表を除く）。

⑸　倫理的配慮

質問項目作成には、日本ソーシャルワーク教

育学校連盟のガイドラインを使用したことを調

査票に明記した（回答形式は先述のとおり修

正）。加えて、①入手データは教育・研究以外

の目的に使用しないこと、②回答者個人が特定

される形での公表をしないこと、③授業の成績

には一切影響を及ぼさないこと、④協力は任意

であること、を調査票に明記すると同時に実施

時には複数教員の立会いの下、口頭で説明し

た。

３．調査結果

⑴　全体的傾向

ガイドライン50項目の質問（体験状況）の回

答結果に対して、表側に「①高齢者領域」「②

障害児者領域」「③児童領域」「④医療機関」「⑤

行政機関・社協」を置いたクロス集計表を表

1-1、1-2、1-3、1-4で示した。各質問項目と「1 

体験していない」「2 体験した」のχ2検定の結

果、50項目中42項目（84.0％）で統計学的有意

差がみられた。

以下、実習生の「体験していない」割合につ

いて、50％を超えた項目と、他の全ての実習領

域よりも割合が高くなった項目を実習領域ごと

に整理する（便宜上、半数以上を「体験できて

いない」と仮定）。

⑵　実習領域別の体験していない割合の状況

①　高齢者領域

高齢者領域の中で「体験していない」割合が

50％を超えた項目数は、50項目中４項目と

なった。この４項目はガイドラインの内容であ

る【実習先の地域理解に関する項目】に含まれ、

質問19（当該地域アセスメント）76.3％、質問

40（当該地域ネットワーキング）67.1％、質問

44（当該地域住民や当事者の組織化の方法）

63.2％、質問13（当該地域の地域福祉（活動）

計画の特徴）59.2％となった。

高齢者領域で、他の全ての実習領域よりも

「体験していない」割合が高くなった項目数は、

50項目中７項目となり、ガイドラインの内容で

ある【実習先の地域理解に関する項目】、【職業

倫理・就業規則に関する項目】、【利用者の権利

擁護に関する項目】のいずれかに含まれる。

ガイドライン内容における上記７項目の内訳

と「体験していない」の割合に着目した場合、

【実習先の地域理解に関する項目】には４項目

含まれ、質問19（当該地域アセスメント）

76.3％、質問40（当該地域ネットワーキング）

67.1％、質問44（当該地域住民や当事者の組織

化の方法）63.2％、質問48（地域への働きかけ

の必要性と方法）27.6％となった。【職業倫理・

就業規則に関する項目】では２項目が含まれ、

質問30（就業に関する規定）34.2％、質問43（倫

理的ディレンマの言語化）27.6％となり、【利

用者の権利擁護に関する項目】では１項目含ま

れ、質問37（エンパワメント実践の抽出）

25.0％となった。

上記のことから、特に高齢者領域では、地域

アセスメントの方法や地域住民への働きかけの
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取り組みについての理解、また関係機関や住民

組織が関わる会議や行事への参加等、【実習先

の地域理解に関する項目】の体験が不足しやす

い状況がうかがえた。

②　障害児者領域

　障害児者領域の中で「体験していない」割合

が50％を超えた項目数は、50項目中８項目と

なった。この８項目はガイドラインの内容であ

る【実習先の地域理解に関する項目】、【利用者

との援助関係の形成に関する項目】、【利用者の

権利擁護に関する項目】、【利用者理解に関する

項目】のいずれかに含まれる。

【実習先の地域理解に関する項目】には５項

目含まれ、質問19（当該地域アセスメント）

72.0％、質問13（当該地域の地域福祉（活動）

計画の特徴）61.7％、質問44（当該地域住民や

当事者の組織化の方法）58.9％、質問40（当該

地域ネットワーキング）52.3％、質問４（地域

の人口動態、生活状況、文化・産業の説明）

50.5％となった。【利用者との援助関係の形成

に関する項目】では１項目が含まれ、質問18

（担当利用者と家族の関係性の図式化）57.9％

となった。【利用者の権利擁護に関する項目】

では１項目含まれ、質問17（苦情解決の流れ）

54.2％となり、【利用者理解に関する項目】で

は１項目含まれ、質問47（施設の入退所の動

向・利用状況の考察や分析）50.5％となった。

　障害児者領域で、他の全ての実習領域よりも

「体験していない」割合が高くなった項目数は、

50項目中13項目となり、ガイドラインの内容で

ある【チームアプローチに関する項目】、【利用

者理解に関する項目】、【利用者の権利擁護に関

する項目】、【職業倫理・就業規則に関する項目】、

【組織の運営管理に関する項目】、【実習先の地

域理解に関する項目】のいずれかに含まれる。

　ガイドライン内容における上記13項目の内

訳と「体験していない」の割合に着目した場合、

【チームアプローチに関する項目】には６項目

含まれ、質問29（会議の運営方法）34.6％、質

問38（専門職の業務内容）25.2％、質問32（ケー

スカンファレンスでの各機関の視点・連携方

法）22.4％、質問７（会議の種類と目的の説明）

15.0％、質問45（チームで取り組む事例）

12.1％、質問22（関連機関や専門職の役割・業

務）11.3％となった。【利用者理解に関する項

目】では２項目が含まれ、質問47（施設の入

退所の動向・利用状況の考察や分析）50.5％、

質問36（施設の入退所の動向・利用状況の考察）

47.2％となった。【利用者の権利擁護に関する

項目】では２項目が含まれ、質問14（家族の

問題把握、ニーズの確定）40.2％、質問３（支

援やサービスのモニタリング）31.8％となった。

その他、【職業倫理・就業規則に関する項目】

では１項目、質問23（個人情報保護・秘密保持）

15.9％、【組織の運営管理に関する項目】でも

１項目含まれ、質問21（文書の種類・用途・管

理方法）48.6％、【実習先の地域理解に関する

項目】も１項目が含まれ、質問４（地域の人口

動態、生活状況、文化・産業の説明）50.5％と

なった。

上記のことから、特に障害児者領域では、地

域アセスメント方法の理解・実践、地域福祉計

画の閲覧、地域住民や当事者の会議や行事参加

等の【実習先の地域理解に関する項目】の体験、

他の専門職の業務・役割の理解、事例検討会や

ケースカンファレンスに同席し他職種との連携

の実際の観察等、【チームアプローチに関する

項目】の体験が不足しやすい状況がうかがえ

る。
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③　児童領域

　児童領域の中で「体験していない」割合が

50％を超えた項目数は、50項目中７項目と

なった。この７項目はガイドラインの項目であ

る【実習先の地域理解に関する項目】、【利用者

の権利擁護に関する項目】、【組織の運営管理に

関する項目】、【利用者との援助関係の形成に関

する項目】のいずれかに含まれる。

【実習先の地域理解に関する項目】には４項

目含まれ、質問19（当該地域アセスメント）

60.4％、質問13（当該地域の地域福祉（活動）

計画の特徴）55.4％、質問40（当該地域ネット

ワーキング）54.3％、質問44（当該地域住民や

当事者の組織化の方法）50.0％となった。【利

用者の権利擁護に関する項目】では１項目含ま

れ、質問17（苦情解決の流れ）62.4％、【組織

の運営管理に関する項目】は１項目で、質問８

（施設の法的根拠・予算・事業計画）58.1％、【利

用者との援助関係の形成に関する項目】でも１

項目含まれ、質問50（面接技法の活用）54.3％

となった。 

　児童領域で、他の全ての実習領域よりも「体

験していない」割合が高くなった項目数は、50

項目中９項目となり、ガイドラインの内容であ

る【利用者の権利擁護に関する項目】、【利用者

との援助関係の形成に関する項目】、【実習先の

地域理解に関する項目】、【職業倫理・就業規則

に関する項目】のいずれかに含まれる。

ガイドライン内容における上記９項目の内訳

と「体験していない」の割合に着目した場合、

【利用者の権利擁護に関する項目】には３項目

含まれ、質問17（苦情解決の流れ）62.4％、質

問２（支援やサービスの評価）38.7％、質問34

（利用者への権利擁護の取り組み）21.5％となっ

た。【利用者との援助関係の形成に関する項目】

では３項目含まれ、質問50（面接技法の活用）

54.3％、質問５（面接の形態・構造の理解）

19.4％、質問42（援助関係形成の意味の理解）

3.3％となった。【実習先の地域理解に関する項

目】では２項目含まれ、質問49（情報発信の

意義と方法）34.8％、質問12（地域の社会資源

の列挙）31.2％となり、【職業倫理・就業規則

に関する項目】では１項目含まれ、質問41（倫

理判断に基づく行為）24.7％となった。

　上記のことから、特に児童領域では、苦情解

決の取り組みを通した権利擁護活動の理解や支

援内容・計画を実際に評価する【利用者の権利

擁護に関する項目】の体験や、傾聴・要約・共

感等の面接技法を意識した面接を観察し実施す

る【利用者との援助関係の形成に関する項目】

の体験が不足しやすい状況がうかがえる。

④　医療機関

　医療機関の中で「体験していない」割合が

50％を超えた項目数は、50項目中７項目となっ

た。この７項目はガイドラインの内容である

【実習先の地域理解に関する項目】、【利用者の

権利擁護に関する項目】、【組織の運営管理に関

する項目】のいずれかに含まれる。

【実習先の地域理解に関する項目】には５項

目含まれ、質問13（当該地域の地域福祉（活動）

計画の特徴）63.9％、質問44（当該地域住民や

当事者の組織化の方法）59.7％、質問１（地域

に開かれた行事）58.6％、質問19（当該地域ア

セスメント）54.2％、質問40（当該地域ネット

ワーキング）51.4％となった。【利用者の権利

擁護に関する項目】では１項目含まれ、質問17

（苦情解決の流れ）55.6％となり、【組織の運営

管理に関する項目】では１項目含まれ、質問８

（施設の法的根拠・予算・事業計画）65.3％と

なった。
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　医療機関で、他の全ての実習領域よりも「体

験していない」割合が高くなった項目数は、50

項目中７項目となり、ガイドラインの項目であ

る【実習先の地域理解に関する項目】、【組織の

運営管理に関する項目】、【円滑な人間関係の形

成に関する項目】、【利用者との援助関係の形成

に関する項目】のいずれかに含まれる。

　ガイドライン内容における上記７項目の内訳

と「体験していない」の割合に着目した場合、【実

習先の地域理解に関する項目】に３項目含まれ、

質問13（当該地域の地域福祉（活動）計画の特徴）

63.9％、質問１（地域に開かれた行事）58.6％、

質問46（地域の歴史的関わり）38.9％となった。

【組織の運営管理に関する項目】には２項目含

まれ、質問８（施設の法的根拠・予算・事業計画）

65.3％、質問６（意思決定機関・決議機関・委

員会の役割）38.0％となった。また、【円滑な人

間関係の形成に関する項目】では１項目含まれ、

質問16（不特定の人への関わり）21.1％となり、

【利用者との援助関係の形成に関する項目】で

は１項目含まれ、質問20（多様な場面を通した

援助関係形成）20.8％となった。

　上記のことから、特に医療機関では、地域福

祉計画・地域福祉活動計画の閲覧や実習先の行

事への参加といった【実習先の地域理解に関す

る項目】の体験が不足しやすい状況がうかがえ

る。

⑤　行政機関・社協

行政機関・社協の中で「体験していない」割

合が50％を超えた項目数は、50項目中３項目

となった。この３項目はガイドラインの内容で

ある【利用者との援助関係の形成に関する項

目】、【利用者理解に関する項目】、【利用者の権

利擁護に関する項目】のいずれかに含まれる。

【利用者との援助関係の形成に関する項目】

には1項目含まれ、質問18（担当利用者と家族

の関係性の図式化）59.2％となった。【利用者

理解に関する項目】では１項目含まれ、質問11

（アセスメントに基づいたプランニング）

50.7％となり、【利用者の権利擁護に関する項

目】では１項目含まれ、質問17（苦情解決の

流れ）50.7％となった。

行政機関・社協で、他の全ての実習領域より

も「体験していない」割合が高くなった項目数

は、50項目中14項目となり、ガイドラインの内

容である【利用者理解に関する項目】、【円滑な

人間関係の形成に関する項目】、【利用者との援

助関係の形成に関する項目】、【組織の運営管理

に関する項目】のいずれかに含まれる。

ガイドライン内容における上記14項目の内

訳と「体験していない」の割合に着目した場合、

【利用者理解に関する項目】には８項目含まれ、

質問11（アセスメントに基づいたプランニン

グ）50.7％、質問26（根拠を示した支援目標の

設定）43.7％、質問25（アセスメントツールに

沿った利用者の客観的把握）33.8％、質問28（プ

ランニングのポイント・手順）33.8％、質問10

（利用者のニーズの根拠説明）32.4％、質問15

（利用者の問題把握）28.2％、質問39（面接・

観察を通した利用者理解）26.8％、質問35（利

用者理解の方法の学び）9.9％となった。【円滑

な人間関係の形成に関する項目】では４項目含

まれ、質問27（非言語コミュニケーション技

術の理解と活用）18.3％、質問33（言語コミュ

ニケーション技術の理解と活用）14.1％、質問

24（出会いの場面での関係形成）12.7％、質問

31（相手に合わせた会話）12.7％となった。ま

た、【利用者との援助関係の形成に関する項目】

には１項目含まれ、質問18（担当利用者と家

族の関係性の図式化）59.2％となり、【組織の
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運営管理に関する項目】には１項目含まれ、質

問９（業務日誌・ケース記録の書き方）42.3％

となった。

　上記のことから、特に行政機関・社協では、

個別支援計画の策定に係るアセスメントのポイ

ント・手順の整理や実施、またアセスメントに

基づいた支援目標・支援計画の作成等、【利用

者理解に関する項目】の体験が不足しやすい状

況がうかがえる。

Ⅲ　結論－各実習領域にみる相談援助実習の

主な課題－

１．地域社会の理解に関する体験不足

調査結果からは、「高齢者」、「障害児者」、「児

童」、「医療機関」の実習領域では【実習先の地

域理解に関する項目】の体験が不足しやすいこ

とが分かった。特に「高齢者」、「医療機関」の

実習領域で体験が不足していた。具体的には、

地域のアセスメントや地域福祉計画の特徴理

解、地域におけるネットワーキングの説明と

いった、地域理解に関する体験が少ないことが

危惧される。また、地域で開かれる行事の意義、

地域の人口動態や生活・文化の理解が十分に深

められていない状況であった。

2021（令和３）年度からのカリキュラム改

正に伴い、「地域福祉と包括的支援体制」が新

設され、社会福祉士には今後ますます地域共生

社会を推進するための役割が求められている。

しかしながら、特にサービス利用者の生活を直

接支える現場での相談援助実習では地域社会の

理解に関する内容を十分に体験できない状況に

あり、今後の充実が求められる。

２．権利擁護に関する体験不足

　調査結果からは、「障害児者」、「児童」、「医療

機関」、「行政機関・社協」の実習領域で【利用

者の権利擁護に関する項目】の体験が不足しや

すいことが分かった。特に「児童」領域での体

験が不足している状況である。具体的には、実

習施設・機関における苦情解決の流れの理解が

十分に深められていない状況である。

2000（平成12）年に成立した社会福祉法にお

いて導入された苦情解決制度では、利用者の権

利擁護やサービスの質の向上を目的としており、

社会福祉士には利用者の人権を意識した対応力

が求められている。そのため、苦情解決の仕組

みや苦情対応の流れ・ポイント等、実際の苦情

案件と対応方法を示し理解を促すプログラムを

取り入れることが必要である。

３．援助関係の形成に関する体験不足

　調査結果からは、「障害児者」、「児童」、「行

政機関・社協」の実習領域で　【利用者との援

助関係の形成に関する項目】の体験が不足しや

すいことが分かった。特に「児童」領域での体

験が不足している状況である。具体的には、エ

コマップやジェノグラムを活用した利用者と家

族との関係性の理解が十分に深められていない

状況であった。

利用者支援では利用者の問題をトータルに捉

え、総合的な判断で支援を実践し解決すること

が求められる。その際、利用者や家族、関係機

関等との関係性の全体像を把握することができ

るエコマップやジェノグラムの活用が求められ

るため、実習施設や養成校で支援事例を用いた

作成体験の機会を増やしていくことが必要であ

る。
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４．組織の運営管理に関する体験不足

調査結果からは、「児童」、「医療機関」の実

習領域で【組織の運営管理に関する項目】の体

験が不足しやすいことが分かった。具体的には

法的根拠や予算・事業計画、決算・事業報告の

理解を十分に深められていない状況であった。

実習施設の運営管理に関しては、実習指導者

が把握しているとは言い難い。そのため、実習

中に座学等で取り入れることも困難である。特

に予算・事業計画、決算・事業報告については

どこまで実習生に説明する必要があるか、より

具体的な基準を設けることも必要である。

５．研究の限界と今後の課題

本研究の主な限界としては、⑴『社会福祉士

実習指導者テキスト』に記された実習領域別の

実習プログラム作成の要点に関する体験状況が

把握できなかった点、⑵調査途中でのカリキュ

ラム改正（2021（令和３）年度）の影響を明

らかにできなかった点、⑶A大学の結果のみ

を検討したため、一般化が困難な点、⑷行政機

関と社協を同じ実習領域に設定したため、両者

を区別できなかった点等がある。これらの限界

に対しては、今後に詳細な検証が必要であり、

今後の課題である。

注

１　厚生労働省（2019）『社会福祉士養成課程における

教育内容等の見直しについて』社会・援護局福祉基

盤課福祉人材確保対策室。

２　文部科学省・厚生労働省（2020）『（別添）大学等

において開講する社会福祉に関する科目の確認に係

る指針についての一部修正』文部科学省高等教育局

長　厚生労働省社会･援護局長。
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表1-1　実習領域別にみるガイドライン小項目体験状況
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表1-2　実習領域別にみるガイドライン小項目体験状況
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表1-3　実習領域別にみるガイドライン小項目体験状況
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表1-4　実習領域別にみるガイドライン小項目体験状況


